
新型コロナウイルス感染症対策分科会 緊急提言

「最近の感染状況を踏まえた、より一層の対策強化について」
への政府の具体的なアクションについて

令和２年１１月１０日（火）

内閣官房、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省



アクションNo１． 今までよりも踏み込んだクラスター対応
求められている具体的アクション
（１）それぞれのクラスター（接待を伴う飲⾷店、外国⼈コミュニティ、⾼等教育機関（⼤学、専⾨学校等）、職場）の特徴に応じた効果的かつ効率的な対策を⾏

うこと。
（２）「早期探知しにくい」クラスターを探知するため、「Event-based surveillance （EBS）」といった仕組みが必要。⾃治体は、各都道府県等の協議会を活

⽤し、⾼齢者施設及び医療機関等と協⼒するとともに、学校等⽋席者･感染症情報システム及びSNS上のデータを分析する仕組み等を活⽤すること。
（３）①感染者の発症⽇、②クラスターの発⽣状況に関するリアルタイムの情報、 ③クラスター対策の好事例について、⾃治体間及び国との間でより迅速に情報共

有する仕組みを早急に設けること。
➡①それぞれのクラスターの特徴に応じた対応
【接待を伴う飲⾷店】
・今後の取組⽅針を⽰した歓楽街WG報告書を全国の⾃治体に周知済み。今後、この取組⽅針に沿った対応を推進するとともに、内閣官房及び歓楽街WGにおいて
⾃治体の取組に対し助⾔等を実施。特に、地⽅都市も含めて歓楽街においてクラスターが発⽣した場合には、⼤規模・地域集中的なPCR検査の実施を推進

【外国⼈コミュニティ】
・在留外国⼈の感染を予防し、感染拡⼤を抑制するとの観点から、国・⾃治体による多⾔語・やさしい⽇本語での発信に加え、各国⼤使館等と連携し、またSNS等も
活⽤した情報提供を⾏い、在留外国⼈による適切な感染防⽌策の取組を推進。また、⼀元的相談窓⼝等において、保健所やNPO等と連携しつつ必要な助⾔を⾏い、
在留外国⼈が早期に医療機関を受診できるよう⽀援（今⽉中に分科会で議論予定）

【⾼等教育機関（⼤学、専⾨学校）】
・⾃治体に対して、域内の⼤学等の学⽣の相談を受けている健康管理センターなどと協⼒して、各⼤学等における感染防⽌と学修機会の確保の両⽴が図られるよう、⼤
学等の学⽣への啓発やクラスター感染が起きた場合の迅速な情報の共有を進めるとともに、必要な場合に速やかに検査につながる取り組みを進めていくよう要請する。

・感染リスクを⾼める⾏動（会⾷やいわゆる飲み会等）への注意を徹底し、リスクが⾼まる「５つの場⾯」等を学⽣等に対して改めて周知・啓発するよう、⼤学等の⾼等
教育機関に対して要請する。

【職場】
・職場の状況に応じた感染対策が図られるよう、⽇本産業衛⽣学会等の専⾨家の知⾒を踏まえ、冬期における感染対策の留意事項を取りまとめ、労使団体、業界
団体を通じて周知啓発を⾏う

➡②イベントベーストサーベイランス
・⾃治体が「イベントベーストサーベイランス」を円滑に実施できるよう、専⾨家の意⾒を踏まえ、⾃治体に具体的な内容等を提⽰し共有を図る
・SNS上のデータの分析等によって、感染拡⼤の兆候の早期探知、予測等を⾏う

➡③⾃治体間及び国との間でより迅速に情報共有する仕組みの構築
・クラスターを早期に制御することになった事例等について収集し、定期的に⾃治体に事務連絡⼜は会議を通じて横展開を図る
また、HER-SYSの活⽤に向けて、引き続き取組を進める。

・今後、全国知事会においても、クラスターの発⽣状況や制御に関する好事例について、⾃治体間で情報共有がなされる取組が推進されるよう、引き続き連携していく １



求められている具体的アクション
（１）感染リスクが⾼まる「５つの場⾯」や「感染リスクを下げながら会⾷を楽しむ⼯夫」などを、特に若年層や忘年会・新年会を含め飲み会など

の参加者を中⼼に興味を持ってもらえる⽅法で伝えること。その際には、動画投稿サイト等のSNSも活⽤すること。
（２）メッセージの受け⼿の気持ちや受け⽌め⽅を理解した上で情報発信し、その効果や影響を確認すること。

アクションNo２．対話のある情報発信

アクションNo３．店舗や職場などでの感染防⽌策の確実な実践
求められている具体的アクション
（１）事業者は、店舗や職場などで、感染リスクが⾼まる「５つの場⾯」が具体的にどこにあるのかについて考え、業種別ガイドラインを現場で確

実に実践していくこと。その際、⾃治体や地元の商店街・組合などが連携すること。なお、これまでの経験や新たな知⾒等に基づいて、業種別
ガイドラインの実効性をより⾼めていくこと。

（２）冬に向けて、換気の問題をはじめ寒冷地における感染防⽌策のために、例えば特に飲⾷店などでは⼆酸化炭素濃度をモニターするなど、
具体的な指針を⽰すこと。

➡・業種別ガイドラインについては、事業に係る感染発⽣状況を踏まえ、産業界の遵守徹底に向けた取組を強化するとともに、クラスター発⽣時等の再発防⽌を図る観点
から、ガイドラインの徹底・改定に係るPDCAの体制を構築する

・寒冷地における感染防⽌策については、冬期を迎えるにあたり、経済社会活動の維持と感染防⽌策の両⽴を図るため、専⾨家の知⾒を踏まえながら、適切な換気、
湿度管理等のあり⽅について取りまとめ、幅広く周知する

➡・コロナ特設サイト（corona.go.jp）等において、引き続き、「５つの場⾯」や「感染リスクを下げながら会⾷を楽しむ⼯夫」などを広報するとともに、年末年始など、
節⽬節⽬に特設ページを開設し、より効果的な広報を実施する
・SNS、コロナ対策サポーター、チラシを活⽤し、若年層を含む国⺠に興味を持ってもらえるような媒体で広報を実施する
・リスクコミュニケーション等の専⾨家に御協⼒いただき、若者等の動向を把握するための助⾔をいただきながら、メッセージの受け⼿の気持ちや受け⽌め⽅を理解した
情報発信を⾏う
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求められている具体的アクション
（１）⽔際対策と地域での感染対策を連携して⾏うため、国は、①検疫所における滞在国・地域別検疫実施⼈数及び検査実施⼈数やその中

の陽性者数などの情報を迅速に整理し、公表していくこと。また、②⾃治体に検疫に係る情報を迅速に提供すること。
（２）国において、⾃治体での外国⼈のフォローアップを⽀援できる仕組みを早急に検討すること。また、検疫時に健康監視等に関する基本的な

情報を多⾔語化して情報提供すること。
（３）さらに、外国⼈を受け⼊れる医療機関等に対する⽀援を強化すること。

アクションNo４．国際的な⼈の往来の再開に伴う取り組みの強化

➡・検疫における滞在国・地域別検疫実施数、検査実施数、陽性者数について、ＨＰ上で公表する。また、現在⾏っている、検疫で把握した各⼊国者の質問票情報
の⾃治体への提供について、運⽤の改善等により迅速化に取り組む。
・現在、⼊国者に対して、14⽇間の待機期間中に保健所から健康フォローアップを⾏うこと等について、多⾔語で周知しているところ、更なる周知啓発など必要な
改善を⾏う。
・電話通訳サービスの拡充を検討するなど、外国⼈を受け⼊れる医療機関に対して外国⼈対応の更なる⽀援に取り組む。
・多⾔語の電話通訳サービスについて、保健所の業務でも活⽤できるようにするための⽀援を⾏う。

求められている具体的アクション
ウイルスの遺伝⼦配列を調べることは、クラスターの由来を明確にするためのみならず、感染対策を検証するためにも有効である。このことから、

①地⽅衛⽣研究所で遺伝⼦配列の情報を解析したうえで国⽴感染症研究所に結果を共有すること。または、②地⽅衛⽣研究所を通じて国⽴
感染症研究所に検体を着実に送付すること。さらに、③その際には実地疫学情報も共有すること。

アクションNo５．感染対策検証のための遺伝⼦解析の推進

➡・各⾃治体の検体収集状況等の実態を踏まえ、着実に検体が国⽴感染症研究所に送付されるよう、⾃治体に対して要請。さらに、⺠間検査機関等に対し協⼒を
要請し、より幅広く検体を収集する。
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参考１
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寒冷地における新型コロナ感染防止等のポイント

２．寒い環境でも換気の実施
〇機械換気による常時換気を
〇機械換気が設置されていない場合は、室温が下がらない範囲で

常時窓開け（窓を少し開け、室温は18℃以上を目安！）

３．適度な保湿（湿度40%以上を目安）
〇換気しながら加湿を
（加湿器使用や洗濯物の室内干し）

〇こまめな拭き掃除を

１．基本的な感染防止対策の実施
〇マスクを着用
〇人と人の距離を確保
〇3密を避ける

CO2センサー

参考２
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